
盛土規制法の運用（規制区域）

令和５年５月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）」が施行されました。
久留米市では、令和８年４月１日（運用開始日）に規制区域を指定し、許可制度を開始します。

１．規制区域

市内全域を規制区域とします。詳細は市ＨＰでご確認ください。 ※右下にQRコードがあります。

２．許可または届出の対象となる盛土等の規模

本市の盛土規制法の
ＨＰはコチラから→

TEL：0942-30-9343 FAX:0942-30-9714

３．運用開始日時点で工事中の物件について

許可申請の手引きや技術基準は、市ＨＰでご確認ください。

※令和８年３月31日までに盛土等の工事が完了している場合、届出等は不要です。

特定盛土等規制区域

宅地造成等工事規制区域

久留米市 都市建設部 都市計画課

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 266。
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

令和８年４月１日～４月22日までに届出が必要です。
詳しくはチラシ「盛土規制法の運用開始（すでに工事中の盛土等）」をご覧ください。

出典：国パンフレットより引用

１ｍ以下の部分は対象外
（市独自の運用）

宅地造成等工事規制区域（許可） 特定盛土等規制区域（許可）

・特定盛土等規制区域（届出）
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